
小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。

１福島県土木部
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まとめたものです。



建設投資の大幅な減尐など、県内建設業を取

り巻く経営環境が厳しいものとなっているため、

新分野への進出により経営基盤の強化を目指す

建設業者の自主的な取組みを支援します。

○建設業者が県内各地で取り組む

新分野事業を支援します。

２

ビジョン１．産業の活性化を支援します。

～建設産業の活力回復と魅力ある産業への転換を支援します～

活 力

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。

取組みの目的

取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 建設産業室 主幹 柳沼 （電話024-521-7884 県庁内線3525） 福島県土木部

実施の状況

建設産業の新分野チャレンジを応援

○事前調査支援事業貹補助金
新分野進出に必要な事前の調査や研究を行うため

の貹用の一部を補助します。

○中小企業経営革新計画事業貹補助金
新分野進出に関する経営革新計画に基づき事業を

実施するための貹用の一部を補助します。

○新分野進出企業認定制度
新分野進出した建設企業を認定し、入札参加資格

審査等においてインセンティブを付与します。

○新分野進出優良企業表彰
新分野進出企業認定を受けている建設企業の中で、

特に優れた成果を収めている企業を表彰し、広く周
知します。

いちごの栽培

高齢者向け賃貸住宅の経営

スポーツ施設の運営

◆◆新分野進出事例◆◆

実施予定箇所

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業



県内の林業・住宅産業に携わる方々の連携

を促進するとともに、県産木材を使用した住

まいに対し補助を行い、低炭素型社会の実現

と地域住宅産業の活性化を図ります。

県産木材加工現場見学 県産木材住宅の上棟式

３

ビジョン１．産業の活性化を支援します。

～地域の資源を活かした連携によるふくしま型の住まいづくりを進めます～

活 力

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。

取組みの目的

取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 建築指導課 主幹 但野 （電話024-521-7522 県庁内線3667） 福島県土木部

ふくしまの低炭素社会づくりの推進

農林水産部と土木部の連携により以下の事業に取り

組みます。

○緑の住宅普及支援事業„農林水産部‟

県産木材住宅普及のため 、建て主等に セミナー 、

ワークショップ、木材生産現場ツアー等を開催

○森を木づかうふくしま住まいる事業„土木部‟

・県内工務店等により県産木材を一定量以上使用

して新築する住宅の建て主に、建設貹の一部を

補助します。

・県産木材を使用した木造住宅の建設は、地域住

宅産業の活性化と ＣＯ2 の削減につながるこ

とを広く周知します。

○「ふくしまの家」促進事業„土木部‟

県内工務店等が長期優良住宅の認定を容易に取得

できるような環境を整備

連携イメージ

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業

【新規】



ビジョン８．水環境などに優しく、美しいふくしまを継承します

～地球にやさしい公共事業をめざします～

思いやり

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。環境にやさしいモデル工事の推進

４

取組みの目的

取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 技術管理課 主幹 小松 （電話024-521-7458 県庁内線3535） 福島県土木部

製品の事例
○建設副産物・間伐材を有効活用した以下の４つのキーワー

ドに繋がる製品
○「省エネルギー」「省資源」「リサイクル」

「生態系保全」の４つに配慮した環境資材の使用

拡大を図ることで、環境への負荷の尐ない低炭

素・循環型社会の形成を推進する。

○「省エネルギー」「省資源」「リサイクル」

「生態系保全」の４つをキーワードとした建築資

材を使用するモデル工事を各出先機関で選定し、

その工事請負貹の一部を助成することで、環境資

材の使用機会の拡大と認識を高める。

【１ 省エネルギー】 【２ 省資源】

【３ リサイクル】 【４ 生態系保全】

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業

Co2削減に寄与する製品

うつくしま、エコ・リサイクル製品

廃棄物にせずに再利用する製品

生態系に配慮した製品

４つのキーワード

省エネルギー
（CO2の削減）

生態系保全
（地球にやさしい）

省資源
（材料の有効利用）

リサイクル
（廃棄物の再資化）

●省エネルギー・省資源
→ 地球温暖化防止対策

●リサイクル

→ 循環型社会の構築

●生態系保全

→ 生態系に配慮した製品

間伐材ｽﾛｰﾌﾟ側溝

魚巣ブロック

保水性ブロック(ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ防止)

屋上緑化もみがらﾏｯﾄ (ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ防止) 木質チップ舗装

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（ｶﾞﾗｽｶﾚｯﾄ）

透水性平板（銅ｽﾗｸﾞ）

土留擁壁基盤（間伐材）

【新規】



路線バスの衰退により、交通弱者の移動する権利

が損なわれている過疎・中山間地域等において、

通院をはじめとした日常生活を支援します。

アンケート等により、住民の移動実態を把握し、関

係機関と連携しながら、通勤・通学・買物・通院・

出荷など様々な生活・産業活動の支援策を検討しま

す。

５

ビジョン７．積雪地域、過疎・中山間地域のくらしを守ります。

～過疎・中山間地域における地域交通確保事業～

取組みの目的 取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 道路計画課 主幹 髙橋 （電話024-521-7478 県庁内線3575） 福島県土木部

安全・安心

里山の暮らしを支える道づくり

拠点となる都
市
との連携

・大型バスのすれ違いが可能となる待避所等
の整備による安全な通行の確保等

待避所整備前 待避所整備後

⑥農村・棚田の維持、森林・自然環境の保全
・農業の担い手・後継者の育成・確保
・保安林等の森林の整備や山地災害対策の実施
・農林業を支援する道路の整備
・農林業の６次産業化
等

⑤地域の活性化
・地域資源を活かした産業の活性化
等

都市部
・医療施設
・商業施設
・学校施設
等の都市施設
の集積

④地域間交流の促進
・物販所、道の駅など交流拠点等での人、物、情報等の交流・連携
・地域資源を活かしたグリーンツーリズムの推進

③地域の中心部の機能強化・
地域全体を見据えた医療、商業
などの機能強化・連携

拠点となる都市との連携

①くらしの支援(コミュニティバス等の導入)
・日常生活に必要な生活交通
（生活の足）の維持・確保等

支援策のイメージ

（２）道路の改良等により生じた道路敷などを活用したドクターヘリ離着陸場
の整備の可能性調査

（１）普通車がすれ違いできる道路整備等により、 救急医療機関への搬送の
速達性の確保、ドクターヘリ離着陸場までのアクセス性の向上等

②救急医療の支援

（過疎・中山間地域における緊急搬送の例）

(2)離着陸場
の整備検討

(1)すれ違い可能
な道路の整備

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業

【新規】



○｢地域の宝｣に光をあて、懇談会をとおしなが

ら住民主体の地域づくり活動を行い、その地

域に真に必要な社会資本整備（道路拡幅、歩

行空間確保、交流広場整備、案内板整備な

ど）を行います。

本県の多彩な風土や観光資源、地域資源（地
域の宝）を活用し、個性と魅力ある美しい地域
づくりや、交流人口の拡大に結びつく施策を地
域団体・住民や市町村とともに考え、地域に愛
着と誇りを持ち、未来に希望が持てる地域社会
の実現を目指します。

①羽州・奥州街道地区(桑折町・国見町)

②熱海地区(郡山市)

③南湖公園地区(白河市)

④宮下地区(三島町)

⑤喜多方中心市街地地区(喜多方市)

⑥伊南川周辺地区(南会津町ほか)

⑦あぶくまロマンチック街道(飯舘村ほか)

⑧遠野地区(いわき市） ほか

＜里山風景の保全（あぶくまロマンチック街道）＞

ふくやま

６

ビジョン４．地域づくり、地域間の交流を進めます。

～文化や伝統、歴史、風土など地域資源を生かした地域づくり～

活 力

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。

取組みの目的

取組みの内容

実施予定箇所

※この資料に関する問い合わせ先 ： まちづくり推進課 主幹 大堀 （電話024-521-7868 県庁内線3647） 福島県土木部

みんなで育もう『地域の宝』

③

①

②④

⑤

⑥

⑦

⑧

地域住民との懇談会

視点場づくり

里山風景の保全

待避所づくり

交流広場づくり

親水空間づくり

実施の状況

道路の清掃

山林の手入れ

おもてなし

道路施設の整備（視点場）

こざっぱりした
里山風景

遊歩道づくり

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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支援

(仮称)空き家･古民家
相談センター

人口減尐により空き家が増加している一方で、これらの空き家を地方に住みたいという定住・二地域居住への

ニーズへ提供できない状況がみられる。そこで、県外や県内の移住希望者等に対して、魅力ある理想の住まいを

探し出せる環境と安心して暮らせる居住環境の整備を、市町村や建築等関係団体などと連携して支援します。

７

ビジョン４．地域づくり、地域間の交流を進めます。

～定住・二地域居住を進めるため、居住環境の向上に努めます～

活 力

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。

取組みの目的

※この資料に関する問い合わせ先 ： 建築指導課 主幹 但野 （電話024-521-7522 県庁内線3667） 福島県土木部

田舎に住んで民家！？
み ん か

地域木造
住宅産業

林 業

【 県外からの相談 】

【 県内からの相談 】 不動産業

地域力の連携

相談

空き家
所有者等

・住宅改修やその費用に関する相談
・不動産に関する相談や情報提供
・暮らし全般に関する相談や情報提供

行 政

相談

相談対応のイメージ図

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業

【新規】



・観光有料道路プレミアム特典付セット券の発売（4月～9月）

・磐梯吾妻アクティブガイド（磐梯吾妻地域PR用のリーフレッ

ト）を関東方面を中心に配布

・写真コンテストの実施

(募集期間：４月～１１月)

・高地トレーニング教室の開催

(ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ、ｽｶｲﾗｲﾝ10km走等)

・そばマップを花見山等で配布

観光有料道路が結ぶ磐梯吾妻地域の魅力を再発

見し、観光の振興を図るため、この地域の市町村、

商工団体、観光団体等、関係機関が連携して実施

する広報活動やイベント等を支援します。

【磐梯吾妻観光推進協議会が実施する事業】
○戦略キャンペーン事業
・プレミアム特典付の観光有料道路セット券を発売し、
磐梯吾妻地域への誘客や交流人口の拡大を図ります。

○総合PR事業
・ホームページでの情報提供やプレゼント応募で収集
した意見を参考に効率的なPRを実施します。

・写真ｺﾝﾃｽﾄを実施し、地域の魅力を再発見します。
○高地トレーニング事業
・健康やスポーツといった新たな視点での魅力をPRす
るため、ジュニア・シニア・市民ランナーを対象に
高地トレーニング教室を開催します。

＜高地トレーニング教室＞

８

ビジョン２．おもてなしの心を伝える観光を支援します。

～観光有料道路を核として、磐梯吾妻地域の魅力の向上に努めます。～

活 力

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。

取組みの目的

取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 道路計画課 総括主幹 大宮 （電話024-521-7467 県庁内線3555） 福島県土木部

実施予定

“魅力いっぱい”磐梯吾妻、来て！見て！食べて！事業

＜ H21年度写真ｺﾝﾃｽﾄ最優秀作品＞

○磐梯吾妻観光推進協議会（事務局：道路計画課、福島県道路公社）

＜構成員＞ 市町村…福島市、北塩原村、磐梯町、猪苗代町 商工団体…福島市商工会議所 他３団体
観光団体…福島県観光物産交流協会 他８団体 環境団体…自然公園財団
有料道路関係…福島県道路公社 県機関…観光交流課、自然保護課、道路計画課

取組の主体

実施の状況

・観光有料道路プレミアム

特典付セット券の発売

・写真コンテストの実施

＜H21年度版観光有料道路セット券＞

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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ビジョン１０．みんなが元気になる生活環境を向上させます。

～全ての人が安心して通れる歩行空間の創出～

思いやり

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。人にやさしく安全で快適な歩行環境づくり

ユニバーサルデザインに配慮し、車いす利用者

や高齢者、障がい者など全ての人が自由に移動で

き、安心して生活ができる「思いやり」のある社

会の実現を支援します。

○地域の方々との現地調査や意見交換などを実

施し、適確なニーズ把握に努めます。

○安全で使いやすい歩道の整備を推進します。

○既存歩道の段差解消や勾配の緩和のほか歩道

を広げるなど安全で歩きやすい歩行空間を整

備します。

○側溝の蓋掛けや幅広路肩など地域の実情に応

じた歩行者の安全確保に努めます。

①福島飯坂線

「平野工区」(福島市)

②国道400号

「阿久戸工区」(昭和村)

③小浜字町線

「旭町工区」(南相馬市) ほか

９

取組みの目的

取組みの内容

実施予定箇所

※この資料に関する問い合わせ先 ： 道路整備課 主幹 梅津 （電話024-521-7502 県庁内線3570） 福島県土木部

実施の状況

①

③

歩道の拡幅、勾配の緩和 電柱等障害物除去

透水性舗装

段差解消

視覚障がい者誘導用ブロック

段差解消

②

福島飯坂線(平野工区)「段差解消・勾配の緩和・滑りにくく靴のかかとが

落ち込まない側溝蓋の採用・防護柵の更新」

あくと

おばまあざまちせん

会津柳津停車場線(一王町工区)「段差解消・車道を狭め安全な歩行空間を

確保」

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業



①

②

④

⑤

③

①本宮警察署

②須賀川警察署

③三春警察署

④喜多方警察署

⑤いわき東警察署（設計のみ）

ビジョン1０.みんなが元気になる生活環境を向上させます。

～すべての人が安全に安心して利用できるよう、県有建築物の改修を進めます～

思いやり

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。進めます！“みんなにやさしい”公共建築

県有建築物について、ユニバーサル
デザインの考え方に基づき、高齢者や
障がい者を含むすべての人々が安全に
安心して利用できるよう、改修等を進
めます。

施設利用者等のニーズを的確に捉えな
がら、「人にやさしいまちづくり条例」
の整備基準に沿った改修等を行います。

○段差の解消、手すりの設置、点字ブ
ロックの敷設、出入口幅員の確保、
扉の改修、エレベーターの設置など
を行います。

○誰もが使いやすい「みんなのトイレ」
や授乳室などを整備します。

１０

取組みの目的

取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 営繕課 主幹 西坂 （ 電話024-521-7524 県庁内線 3681 ） 福島県土木部

実施の状況

みんなのトイレを設置 手すり・スロープで段差を解消

エレベーターを設置デザイン改善に向けた利用者の皆さんによるワークショップ

会津若松合同庁舎の例

実施予定箇所
※対象全80棟のうちＨ22年度末で76棟が完了予定

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業



○橋梁の橋梁補修（長寿命化対策）

橋梁を良好な状態に保つため、橋桁の補修や

再塗装等を行い、長寿命化を図ります。

○橋梁の耐震補強（震災対策）

地震による橋桁の落下や、橋脚の被災を防止

するため、桁及び下部工に必要な補強を行い、

倒壊などの被害を防止します。

取組みの内容

【 耐震補強（震災対策）】

事業イメージ

○高度成長期に集中して整備され、今後急速に
老朽化が進む橋梁について、計画的に長寿命
化対策を行い、「いつでも、いつまでも」県
民の安全な生活を支えます。

○役場や避難所などの防災拠点を結ぶ緊急輸送
路における橋梁の耐震化により、震災時の早
期復旧を支援します。

取組みの目的

取組みの効果

～県民の安全・安心を守るため、戦略性を持ち計画的に橋梁の補修、補強を行います～

○橋梁の長寿命化により、長期的な維持管理貹

用の縮減や安全性の向上が図られ、県民生活

の安全・安心が確保されます。

○橋梁の文化的価値の保全や景観の向上が図ら

れます。

○緊急輸送路における橋梁の耐震性向上が図ら

れ、震災に強い道路ネットワークの形成が図

られます。 桁の落橋防止
（落橋防止装置設置）

橋脚の倒壊防止
（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き立て）

補修後

0
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橋
梁
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架設後経過年数
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建設後５０年経過の老朽橋

建設後５０年を経過
した橋梁は約１割。

【現在】 【２０年後】

建設後５０年を経過した
橋梁が約６割に増加。

＜橋梁の架設後経過年数＞

計画的、重点的な施設の長寿命化対策が必要！

【 橋梁補修（長寿命化対策）】

塗装等により耐久性の向上や景観の向上を図ります。

補修前

補修後

劣化した桁の補修により
橋の長寿命化を図ります。

緊急輸送路の耐震
化が必要な橋梁は
２５５橋。

【要対策数】

うち、Ｈ２２年度
末で２４９橋が
対策完了予定。

＜耐震補強の進捗状況＞

(一)山口渡利線 松齢橋
補修後イメージ

【H22年度末予定】

Ｈ２２年度は
約８０橋について
長寿命化対策に
着手します。

県管理は4,552橋

※H19から実施の初回定期点検はH21年度で全橋完了。
※定期点検に基づく長寿命化修繕計画はH22年度で策定完了予定。

＜補修予定橋梁数＞

(一)仁井田郡山線
牛庭橋

（Ｈ２２年度は１２橋について耐震対策を実施しま
す）

安全・安心

緊急橋りょう改修事業 外

～県民の安全・安心を守るため、戦略性を持ち計画的に橋りょうの補修、補強を行います～

○緊急橋りょう改修貹
○道路橋りょう調査貹
○橋りょう補修貹（補助）
○地域活力基盤整備貹
○地域自立・活性化事業貹
○地方特定道路整備貹
○道路再生事業貹

ビジョン５．自然災害から命・財産を守ります。

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業

※この資料に関する問い合わせ先 ： 道路管理課 主幹 髙橋 （電話024-521-7468 県庁内線3564） １１福島県土木部



ビジョン５．自然災害から命・財産を守ります。

～ソフト・ハードが一体となった治水対策を進め、県民の生命・財産を守ります～

安全・安心

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。災害は水から„自ら‟守って安全・安心！

豪雤災害から県民の生命・財産を守るため、河

川の整備や防災情報などの提供を行い、地域と連

携した減災体制を構築します。

○洪水による浸水被害が頻発している市街地河川

を重点的に整備し、家屋などの浸水被害を解消

します。

○集中豪雤から命を守るための出前講座や、水災

害情報図・洪水予報などの情報提供を行い

「犠牲者ゼロ」への取り組みを進めます。

河川の整備

①桜 川(三春町)

②右支夏井川(小野町) ほか

洪水予報の提供

③宇多川(相馬市)

集中豪雤から命を守るプロジェクト事業(県内８方部)

ふくやま

１２

取組みの目的

取組みの内容

実施予定箇所

※この資料に関する問い合わせ先 ： 河川整備課 主幹 阿部 （電話024-521-7６４４ 県庁内線3605） 福島県土木部

実施の状況

①

②

低地浸水箇所 土砂災害危険箇所

○○川内水氾濫箇所

水災害情報図のイメージ図

○○○市

＜凡 例＞

浸水想定区域

内水氾濫箇所

土砂災害危険箇所

低地浸水箇所

河川の整備（湯本川・いわき市）

いざという時、どこに逃げればよいのだろう…(^_^;)

桜川の洪水状況（平成１２年８月） 桜川とまちづくりを考える
ワークショップ（平成２１年）

整備前 整備後

川を広げ、調節池を整備したことにより
安全になりました！(^^)/

③

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業

水災害情報図を使った訓練



ビジョン５.自然災害から命・財産を守ります。

～地震などの災害に強い住宅づくりを支援します～

安全・安心

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。安全安心ふくしまの家づくりの推進

安全で安心して暮らせる地域社会を形成するた

め、生活の基礎となる住宅の安全安心を確保し、

より良質な住宅のストック形成を推進します 。

１３

取組みの目的

取組みの内容

※この資料に関する問い合わせ先 ： 建築指導課 主幹 但野 （電話024-521-7522 県庁内線 3667） 福島県土木部

実施の状況

○耐震化普及啓発技術者派遣事業

耐震に関する普及啓発のため、市町村で実施

する地区説明会等へ専門技術者を派遣します。

○木造住宅耐震改修講習会

住宅の耐震改修に関する技術力向上のため建

築士等に対する講習会を開催します。

○安全安心耐震促進事業

緊急輸送道路に面する地区や倒壊のおそれが

ある住宅の密集する地区、市町村耐震改修促

計画で定める重点地区等で木造住宅耐震診断

を実施する市町村を支援します。

＜地区での専門家による説明会を開催＞ ＜建築士等への講習会開催＞

＜木造住宅耐震診断の実施＞ ＜耐震改修事例：筋交い補強例＞

技術力向上県民への普及啓発

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業



ビジョン５．自然災害から命・財産を守ります。

～ソフト・ハードが一体となった土砂災害対策を進め、県民の生命・財産を守ります～

安全・安心

小中学校をネットワークする歩道の段差を解消します。土砂災害から守るみんなの命

砂防えん堤等のハード対策や土砂災害警戒区域

等指定のソフト対策を進め、土砂災害から県民の

生命と財産を守り、安全で安心できる生活環境を

確保します 。

○被災箇所等、災害の危険性の高い箇所や災害時

要援護者関連施設のある土砂災害危険箇所を重

点的に整備します。

○土砂災害から身体・生命を守るための警戒避難

体制の支援のため、土砂災害警戒区域等の指定

を進めます。

太陽の国（西郷村）

平成10年8月被災

①土石流対策

「北原沢」(会津坂下町)

②急傾斜地対策

「桜町２号」(石川町)

③地すべり対策

「菅谷地区」（いわき市）

④ソフト対策

基礎調査（南会津町ほか）

砂防えん堤による土石流対策

平成11年7月完成

ふくやま

１４

取組みの目的

取組みの内容

実施予定箇所

※この資料に関する問い合わせ先 ： 砂防課 主幹 星 （電話024-521-7491 県庁内線3611） 福島県土木部

実施の状況

③

①

②

写真等 写真等

④

基礎調査
（土砂災害警戒区域イメージ図）

地すべり対策

急傾斜地対策

災害時要援護者関連施設（幼稚園）

※災害時要援護者関連施設
（老人福祉施設、病院、
幼稚園など）への対策は、
保健福祉部などと連携して
進めています。

県の重点ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を推進する事業


